
 沼田市特別定額給付金(10 万円)は、4 月の国会で成立し、5 月 1 日に沼田市

長の専決処分で市の補正予算が成立しましたが、申請書が(5月 27日現在)いま

だに届きません。(オンライン申請や手書き申請は、すでに行われている。)緊

急事態宣言はすでに全国で解除されましたが、国も地方も行政は緊急事態的な

対応がなぜできないのでしょうか。 

  

 

一番の理由は、国も地方も正規職員を大幅に削減して

きたことと思われます。人手が足りない部分は、会計年

度任用職員という 1 年ごとに契約する非常勤職員で穴埋

めしています。この会計年度任用職員は、原則的に残業

や休日出勤はできません。同一職員の勤務の継続は、基

本的に 5年間までです。沼田市では、このような職員が 

全体の 4割を超えています。いざというときに必要な力が発揮できる体制なの

でしょうか。 

 新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査の体制が非常に弱いという実態がう

きぼりになりましたが、その理由が、保健所の再編・統合という名の保健所及

び職員の削減が行われてきたということが明白になりました。 

  

 

「行政改革」という公務職員の削減は、1960年代後半の「公務員定数法の制

定と削減計画」などから始まり、70年代の「増税なき財政再建」を掲げた「土

光臨調」で、許認可・補助金・特殊法人等の整理合理化、ＪＲ、ＮＴＴ、ＪＴ

の 3公社の民営化などが推進されました。その後、「改革なくして成長なし」な

どと言って、郵政民営化など、新自由化主義のもと、行政を縮小するための「平

成の大合併」及び徹底した「民営化」路線が推進されました。それを受けた「ア

ベノミクス」は、企業が一番活躍しやすい社会を創るといって、大企業支援の

仕組みを徹底して推進してきました。 

これらの結果として、日本社会の医療・福祉・中小事業者の経済状況が、非

常にぜい弱なもので、それを支援する「行政」もぜい弱になっていることが、

明らかになりました。みんなで考え、声を上げていきましょう！ 

 沼田市特別定額給付金の申請書は、近日中に届きま

す。届いたらすみやかに申請書を提出しましょう。 

〇持続化給付金（国） 

 ・ほとんどの業種が対象、前年同月比 

で 50％以下の場合、法人は 200万円、 

個人事業者は 100万円 
 

〇事業継続支援金（県） 

 ・県が休業要請を行った業種・遊興施 

設等（スナックなど）が対象、協力 

した事業者に 20 万円、第 1 弾から４弾まで予定されて

いる。 
 

〇経営支援助成金（市） 

 ・国の持続化給付金（減収額 50％以上）の対象とならな

かった、減収額 30％以上 50％未満の法人並びに個人事

業者に対し、10万円を支給 
 

〇雇用調整助成金の特例措置（国） 
 ・雇用している労働者に対して一時的に休業を行い雇用維

持を図った場合、休業手当の中小企業 4/5、解雇等行わ

ない場合中小企業 9/10補助 
 

〇その他税金等の減免 

・猶予・延納、無利 

子など融資の特例 

がありますので、 

相談を！ 
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